
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　 

 
 

一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書 
 

令和８年５月２６日 
 

長久手市議会議長　殿 
 

長久手市議会議員　川合ともゆき 
　 
 
会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。 

 

 
受
付
個 人 質 問　 　 第　　号 
令和  年　月　日　　　時 　 分

 
　質 問 事 項 及 び 要 旨 　備考

 

１

市内街路樹について 
 
⑴　名古屋市内で街路樹が倒れたが、長久手市内はしっか

り点検しているか。 
⑵　高木、低木にかかわらず点検しているか。 
⑶　御富士線の街路樹が３０本くらい枯れているがこの

先、どのようにしていくのか。 

 

２

Ｎ-バスについて 
 
⑴　市役所から藤が丘に行けることが一番の目玉であった

はずだが、その目玉である藤が丘線を廃止することは、

最早Ｎ‐バスとしての使命は全うしたという認識でよい

か。 
⑵　香流苑問題と同様、過去の経緯を知らなさすぎではな

いか。 
⑶　今後の長久手の未来の街づくりに対して取り返しのつ

かないことになると思うがどうか。 
⑷　香流苑問題と同様、市民の意見は聞いたのか。 

 

３

市民サービスについて 
 
⑴　かなりの職員が退職したが、サービスはしっかりと提



 供できているか。 
⑵　人間だから間違いはあると思うが、その場合は、しっ

かりと訂正する等対応できているのか。 


